
川崎市老人ホーム被措置者等処遇改善費支給要綱 

 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）によ

る養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム（以下「老人ホーム」という。）における被措

置者等の処遇改善を図るため、市内に所在する老人ホームに対し老人ホーム被措置者等

処遇改善費（以下「処遇改善費」という。）を支給することに必要な事項を定めるものと

する。 
 （定義） 
第２条 この要綱において「老人ホーム」とは社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。）に

基づく社会福祉法人が設置する法第５条の３に規定する養護老人ホーム及び特別養護老

人ホームをいう。 
   (支給種目) 
第３条 この要綱において、支給する処遇改善費の支給種目は、次の各号に定めるところに

よる。 
（１）一般生活費 

養護老人ホーム被措置者の給食及び日常諸費に充てる経費として一般生活費を支給

する。 
（２）入所生活給付金 

養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム被措置者等のうち、年金等の非受給者に対

する生活費に充てる経費として入所生活給付金を支給する。 
（３）暖房費 

養護老人ホーム被措置者の処遇向上を図るため冬期（１１月から翌年３月までの５

ヶ月間）の暖房用燃料費等の購入に充てる経費として暖房費を支給する。 
（４）期末一時扶助費 

養護老人ホーム被措置者の年末年始のもち代等に充てる経費として期末一時扶助費

を支給する。 
（支給額及び支給方法） 

第４条 処遇改善費の支給額及び支給方法等は別表に定める。 
 （検査） 
第５条 市長はこの支給に関して必要と認める時は、当該老人ホームの経理状況を検査し、

又は報告を求めることができるものとする。 
 （返還） 
第６条 市長は老人ホームが次の各号の一に該当すると認められる時は、支給した処遇改善

費の一部、又は全部の返還を命ずることができる。 
（１）この要綱に違反した時 
（２）虚偽の申請がなされた時 
（３）その他使途が不適当である時 
 （補則） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。 

 
 附 則 

この要綱は、昭和５５年４月 1 日から施行する。 
附 則 

この改正要綱は、昭和５６年１１月 1 日から施行する。 
附 則 

この改正要綱は、昭和６３年４月 1 日から施行する。 
附 則 

この改正要綱は、平成４年９月 1 日から施行する。 
附 則 

この改正要綱は、平成９年４月 1 日から施行する。 
附 則 

この改正要綱は、平成１２年４月 1 日から施行する。 
附 則 

この改正要綱は、平成１７年４月 1 日から施行する。 
   附 則 
 この改正要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 
 
 
 



別表

1 一般生活費 各月初日在籍人員　×　月額 1,650円

とする。

2 入所生活給付金 当該施設に月10日以上在籍人員　×　月額 10,000円

するものとする。 までに処遇改善費の概算請求を行うものとする。

（非該当者） 次の事項に該当する者は対象としない。

月平均の収入額が 10,000円以上の者。

ものとする。

公的年金受給者で所得制限により支給停止中の者。 れを保存するものとする。

必要が認められ老人ホームの長の証明を受けられる者を除く。

特別養護老人ホーム入所者で、生活保護を受けている者。

3 暖房費 該当各月（11月～3月）初日在籍人員　×　月額 700円

4 期末一時扶助費 12月初日在籍人員　×　月額 250円

支　　　　給　　　　方　　　　法

に含めるものとする。

(4) 入所生活給付金の対象者への支給に際して

は対象者から領収書を徴し、老人ホームの長はこ

(3)

までに市長に対し処遇改善費の精算報告を行う

老齢福祉年金または障害福祉年金等の認定を受けた者の当該年金は収入月額

処遇改善費の支給は、四半期ごとに行うもの

老人ホームの長は、当該四半期の初月7日

(5) 入所生活給付金については、川崎市から入所

している市外の施設についても支給の対象とする。(4)

通じて支給される慰問金は収入月額の計算の対象としないが、老齢年金、

種　　　　　　目 支　　　　　　　　　　　　　　給　　　　　　　　　　　　　　額

(1)

(2)ただし、10,000円未満の収入のある者は、その収入額と 10,000円との差額を支給

老人ホームの長は、当該四半期終了翌月5日(1)

(2)

(3) 老人福祉法第28条の規定により費用負担に該当する者。ただし、その支給の

ただし、当該施設に入所したことにより支給される金銭及びその認定基礎

となった支給対象者の収入並びに地方公共団体または社会福祉協議会を


